


序　　　　　文

フィリピン共和国政府は、近年の流域の荒廃による灌漑施設の機能低下により灌漑農業の振興

が停滞している現状を解決するため、我が国に対し、流域保全管理に関するプロジェクト方式技

術協力を要請してきました。国際協力事業団はこの要請を受けて、1997年（平成9年）4月2日

から4月9日まで国際協力事業団農業技術協力課長中原正孝を団長とする事前調査団を現地に派遣

しました。

同調査団は、本プロジェクトの要請背景等について確認し、今後の対応方針を検討するため、

フィリピン共和国政府関係者と協議及び現地調査を行いました。

本報告書は、同調査団による協議結果等についてとりまとめたものであり、今後、本プロジェ

クト実施の検討に当たり広く活用されることを願うものです。

終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表し

ます。

　1997年5月

国 際 協力事業団　　

理事　亀 若 　 　 誠
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1．事前調査団の派遣

1－1　派遣の背景・経緯

フィリピンでは年率 2％を超える人口増加に対し、主食である米の生産が十分に追いつけず、

1995、96両年には大量の米を輸入している。農地の外延的拡大が困難ななかこれに対処するに

は、灌漑地区の生産性の向上及び灌漑面積の拡大が有効な手段の一つであるが、近年は流域の荒

廃による灌漑施設の機能低下が進み、十分に対応できない状況にある。

こうした背景からフィリピン政府は、平成7年度案件として、公共事業省を実施機関とする灌

漑農業の振興を目的とした「小規模ため池計画」を要請したが、その後、農業省案件とする方

向での再検討作業を経て、同案件の後継案件と位置づけられる「流域保全管理計画（仮称）」を

1997年3月、改めて要請してきた。

この動きに対するこれまでの経過及び対応は以下のとおり。

（1）平成７年度に「小規模ため池技術開発センター計画」を事前調査案件として採択（ただし

要請が出されれば検討するという条件付き）。

（2）本件に関する背景調査を兼ねて1995年（平成7年）5月、草野農業技術協力課長（当時）

がフィリピンに出張した結果、当初実施機関として想定されていた公共事業省は、その実施

体制（土木的事業への傾向が強く、農業開発との関連性が弱い等）に問題があることなどか

ら、むしろ農業省内の実施体制を確認のうえ、例えば土壌水管理局（BSWM）を実施機関と

して検討することが、より適当と判断された。その時点では国家灌漑庁（NIA）の位置づけ

については更に検討が必要とのコメントもあった。

（3） 小規模ため池案件に係る事前調査は、要請があれば調査団派遣を検討するという条件付き

であったが、平成7年度中は具体的要請に結びつかず、「繰越」案件として対応処理した。

（4）平成8年度に入り、BSWMはNIAと連名で、小規模ため池技術開発センター計画実施に係

るプロポーザルを国家経済開発庁（NEDA）に提出したが、NIAとの事前調整が不十分だっ

たこともあり、NIAの協力が得られないことが明らかになった。

（5）その結果、1996年（平成8年）6月、BSWMは単独で「水資源研究開発計画」プロポーザ

ルを NEDAに提出した。

（6）一方、1996年7月、NIAは「流域保全管理計画」プロポーザルをBSWM要請に対するカ

ウンタープロポーザルとしてNEDAに提出。これに対し、NEDA側は、関係機関及び地元自治

体との調整などに関する宿題を NIAに与えつつ、エンドースをペンディングにした。

（7）1977年（平成9年）2月の年次協議において、日本側はフィリピン側に、コンタクト的な
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調査を実施する用意があるので、上記２案件に係る要請をあげるよう依頼し、先方は了解し

た。

（8）本件要請は、農業省が調整した結果、NIAを主たる実施機関としつつ、一部の分野をBSWM

と共同で実施する形のプロジェクトプロポーザルをNIAが再提出し、NEDAからエンドース

されたものである。

（9）一方、年次協議を踏まえてNEDAは、BSWMの単独案件についても、エンドースの手続き

を進めることとなったが、直前でのフィリピン側の修正作業を経て、従来予定されていた「水

資源研究開発計画」ではなく「小規模ため池研究計画（“SWIP　SEARCH”）」として要請さ

れた（1997年4月8日に要請書発出）。

（10）最終的に、事前調査団が派遣された際には、（８）のプロポーザルを農業省が整理・修正し

たプロポーザル（NIA・BSWMの共同案件）の方が、（９）のプロポーザル（BSWMの単独案件）

よりも、フィリピン国内の課題解決のための緊急性が高いと判断されたため、（８）の共同案

件に絞って、今後協議を進めていくことで、フィリピン側の了承を得た。

1－2　派遣の目的

（1）コンタクト的調査

本調査団の目的は、年次協議の結果を踏まえ、NEDAから要請のあったNIA案件「流域保

全管理計画（仮称）」に対してコンタクト的な調査を行い、要請案件の背景、内容及び実施体

制（組織・予算）等について調査・確認し、今後の対応方針を検討することとなった。

これは、�「小規模ため池」から「流域保全管理」に要請内容及び想定される実施機関が

大きく変化していること、�NIAの組織・予算はプロ技実施には十分な体制といえないこと

（NIAに派遣中の個別専門家からも「NIA2次円借款によって、ようやく組織・予算が活性化

されるであろう」との意見を聞いている）などから、通常の協力基本計画策定を目的とした

「事前調査団」を派遣することは適当ではないと判断されたためである。

調査団派遣以降は、第22次円借款等の関連分野の援助動向を踏まえつつ、かつ NIAの組

織・予算の活性化も見極めつつ、拙速を避けて慎重に取り進めることとする。

また、1997年4月中旬に実施された「フィリピン灌漑農業セクター評価調査」（評価監理

室担当）とも情報交換しつつ取り進める。

（2）BSWM単独案件への対応

本調査の主たる目的は、上述のとおりNIA所管案件についての内容確認であるが、BSWM

単独案件のエンドースが予定されたので、この点に係る本調査団の対応方針案は以下のとお

りとした。
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基本的には本調査はNIA案件の内容確認を主目的としていることを明確にしつつ、農業省国

際農業開発協力調整室（IADCCO）及びBSWM側から、同局単独案件の扱いについて意見を求

められた場合（案件採択の可能性等について）は、�フィリピン灌漑農業の最大の問題は、NIA

を中心とした灌漑事業が現在直面している施設の維持管理体制の改善、土壌流亡対策を含む流

域管理体制の整備、灌漑施設の機能回復、結果的に生じている水利費徴収率の低下、NIAの運

営状況の悪化等の深刻な問題への取り組み（問題解決型の取り組み）の方が、新規の技術開発

型案件よりも優先度が高いと思われること、�現在実施中のプロジェクトをまずは優先させる

べきであると判断すること等について説明し、BSWM単独案件を排除しないとしつつも、NIA

案件に対する具体的調査を優先させることに理解を得る。

1－3  調査団の構成

（1）団長／総括　 中原正孝 JICA農業開発協力部農業技術協力課　課長

（2）協 力 企 画 　 井原昭彦 農林水産省経済局国際部技術協力課　海外技術協力官

（3）灌 漑 農 業 　 大内幸則 北海道開発局農業水産部農業設計課　課長補佐

（4）技 術 協 力 　 岩谷　寛　 JICA農業開発協力部農業技術協力課

（5）業 務 調 整 　 園山昌和　 JICA農業開発協力部農業技術協力課

1－4   調査日程

1997年（平成9年）4月2日～4月9日

日順 月日（曜） 行　　程 調　　査　　内　　容

1 4／2（水） 成田→マニラ(JL741） JICA事務所打合せ、大使館表敬

2 4／3（木）
NIA長官、BSWM、農業省（DA）次官補を表敬

3 4／4（金） マニラ→カバナトゥアン UPRIIS灌漑事業区を視察調査

4 4／5（土） カバナトゥアン→マニラ 同上

5 4／6（日） 団内協議及びミニッツ作成作業

6 4／7（月） BSWM局長表敬、NIA及びBSWM各セクションの個別訪問調

7 4／8（火） ミニッツ署名・交換、NEDA報告、JICA及び大使館報告

8 4／9（水） マニラ→成田（JL742） 資料整理

NIA、BSWM、及びDA-IADCCOと合同協議

査合同会議（ミニッツ案協議）
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（1）フィリピン側関係機関（NEDA、NIA、BSWM）及び日本国大使館表敬、JICAフィリピン

事務所訪問

      農業省国際農業開発協力調整室（IADCCO）は全調査行程に同行した。

（2）関係機関（IADCCO、NIA、BSWM）との合同協議

案件内容（フレームワーク）及び実施体制案を聞き取り調査した。

フィリピン側は、あらかじめ準備・作成した目的分析系図、組織体制図等の説明資料に基

づき、新規案件（NIA案件）の概要説明を行い、質疑応答により理解を深めた。

（3）予定サイトの現地視察調査

NIAのパンパンガ川上流域総合灌漑事業（UPRIIS）地方事務所（DISTRICT4）、環境自然

資源省（DENR）地方事務所、サンホセ市庁、ムニョス市庁等の関係機関を訪問。聞き取り

調査を行うとともに、UPRIIS事業区内及びタラベラ川上流域を視察調査した。

1－5  主要面談者

（1）フィリピン側

  ・国家経済開発庁（NEDA）　 MR.  JOSE  DOMINADOR  C.  GOMEZ,  JR

MS.  CRISTINA  C.  SANTIAGO

  ・農業省（DA）次官補　 DR.  RODOFO  C. UNDAN

  ・農業省国際農業開発協力調整室（IADCCO ）　　MS.  LUNINGNING  J.  BONDOC

  ・国家灌漑庁（NIA）長官　 MR.  ORLANDO  V.  SORIANO

  ・国家灌漑庁畑地灌漑技術開発計画フェーズ㈼（DCIEP㈼）

MR.  SERAFIN  A.  PALTEMG  プロジェクトマネージャー

MR.  EDUARDO  B.  ALDABA

MR.  RICARD  V.  JOSON

  ・国家灌漑庁パンパンガ川上流域総合灌漑事業（UPRIIS ）事務所長

UPRIIS第１区マネージャー

  ・農業省土壌水管理局（BSWM）

DR.  ROGELIO  N.  CONCEPCION（局長）

DR.  RODOLFO  M.  LUCAS（水資源管理部長）

DR.  PERFECT  P.  EVANGELISTA（土壌水資源研究部長）

DR.  VIRGILIO   A.   CASTANEDA

  ・環境自然資源省（DENR）地方事務所長

  ・サンホセ市長　 MR.  ATTY  JOSE  FELIMON

  ・ムニョス市長　 MR.  ALVAREZ
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（2）日本側

  ・在フィリピン日本国大使館　 奥田透一等書記官

  ・JICAフィリピン事務所　 後藤　洋所長

中村　明所員

  ・農業省研究局　 下方芳美専門家

  ・国家灌漑庁　 坂元雄次専門家

  ・畑地灌漑技術開発計画フェーズ㈼専門家チーム

                    （井上淳二、伊藤良輔、山田浩二、桂井正司、出川博文、森瀧亮介）

  ・土壌研究開発センター計画（SRDC）フェーズ㈼専門家チーム

                    （蘭　道生、原田　徹、新井重光、大倉利明、上野義視）
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２．要　  　　約

4月3日の各関係機関（農業省、NIA、BSWM）への表敬訪問及び合同会議において、小規模た

め池に係る新規技術開発を目標とするBSWM単独要請案件よりも、フィリピンの灌漑農業が現在

直面している深刻な課題である NIAの運営体制強化と灌漑施設の復旧・改善を目標としている

NIA及びBSWMの共同要請案件の方が問題解決型案件として優先度が高いものととらえられる旨

の確認・合意を取り付けた。そのうえで、本調査団の調査対象は NIA及び BSWM共同要請案件

である「流域保全管理計画（仮称）」（要請書タイトル：Basinwaide SEARCH  on  Innovative

Irrigation  and  Agricultural  Development）とした。

調査は、先方関係機関からの要請案件の背景・内容に係るプレゼンテーション及びそれに対す

る意見交換、予定サイトであるタラベラ川灌漑事業区・上流域の現地調査及びプロジェクト実施

機関と想定されているNIA及びBSWMの各部局への訪問・聞き取り調査の３段階構成で実施した。

調査結果の総括を2－1に示す。また調査結果及びフィリピン側との確認・合意事項として2－

2～2－6の諸点をミニッツで確認し、農業省次官補Dr.  Undanと署名・交換した。

2－1   総　　　括

（1）本要請案件は、環境保全との関連が根本的な問題であることを認識したうえで既存の灌漑

農業システムの改善手法の開発を目的とする、従来にない技術協力案件であり、他の援助ス

キーム（有償及び無償資金協力）による灌漑施設の復旧・改修及び改善計画をより効果的に

実施するための技術開発というべき、いわば事前の体制整備型プロジェクトと位置づけるべ

きものと判断された。

（2）しかしながら、案件自体のフレームワークの組み立てを検証するためには、総合的な問題・

目的分析により、問題点の所在及び解決のアプローチの明確化、中長期的開発計画の策定、同

開発計画実施のための現実的な実施体制（組織体制）の整備を、更に行う必要が認められた。

農業省、NIA及びBSWMは、世銀、アジア開銀等の国際機関及び二国間援助機関によるこ

れまでの灌漑施設復旧・改修計画の実績を分析・評価したうえで、問題・目的分析、長期計

画（戦略）策定及び実施体制整備を行う必要を認めている。これには特に、NIAの機構改革

計画の動向を見極めつつ慎重に対応する必要がある。

（3）さらに、フィリピンの灌漑農業の課題を効果的に解決することは、単に灌漑農業分野の技

術協力のみでなし得るものではなく、他の援助スキーム（有償・無償）との連携や森林保全、

地域開発計画、農林開発等、他の分野の開発援助計画との連携など、フィリピンにおける総

合的な農林分野の開発援助戦略のなかでの位置づけを明確にすることが必要と判断された。
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（4）本案件は要請までの種々の経緯により、NIA及びBSWMの共同要請案件という形がとられ

たが、両機関の各部局及び両機関で実施中の2案件（DCIEPフェーズ㈼及びSRDCフェーズ

㈼）からの聞き取り調査を通じて得た知見として、NIA及びBSWM共に双方の実施中案件の

後継案件としての位置づけにかなり拘泥している様子がうかがえ、結果として次の点につい

て懸念をもった。

1）NIA側においては、案件の企画立案にDCIEPのカウンターパートチームが主導的な役割

を果たしており、必ずしも他の各部局における参加意識が十分に熟成されていない感があ

ること。

2） BSWM側においては、SRDCにおける成果の発展的活用をうたいながらも、タイミング

的に合致しないこと。

3）NIA及びBSWM共に、スタッフが少ない体制であり、拙速に新規案件に取り組むと実施

中２案件への取り組みが無責任な状態になるおそれがあること。

　よって、調査団としては、現在実施中の案件に対するフィリピン側の責任ある実施体制及

び成果の持続性の確保を、新規案件実施の前提条件とする必要があると判断した。

（5）今次調査は、案件背景・内容の確認により実施の前提条件となる諸要件を整理することを

目的としたため、フレームワークの妥当性及び技術的事項の適否の判断はマンデートとして

おらず、今後の対応については、フィリピン側の機構改革等の動向も注視しつつ、更に慎重

に検討を進めることが必要である。

2－2   問題分析及び目的分析の結果

フィリピン側はあらかじめ準備・作成した問題分析系図及び目的分析系図等を用いて要請案

件の背景及びその内容についてプレゼンテーションを行った。

この問題・目的分析については、あらかじめ企画された要請案件の範疇に限定された暫定的

分析にすぎず、流域管理の視点を取り入れた灌漑施設の改善を中心課題（コアプロブレム）と

位置づける本案件の妥当性を確認するために求められるNIAの運営上の問題、灌漑施設の問題、

集水域における問題等に対する包括的分析とは認められなかった。

今後さらに、関係機関（NIA、BSWM、DA、DENR 、地方自治体等）及び集水域を含む住民

の参加による総合的な問題分析と目的分析を行ったうえで、改めてプロジェクトのターゲット

とすべき中心課題（コアプロブレム）の再吟味及び同定並びに必要とされる各活動の見直しを

行うべきである。

2－3   現地調査結果

限定された調査期間における視察調査及びNIA、BSWM、DENRの地方事務所及び地方自治
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体（サンホセ及びムニョス）農業普及担当者等からの聞き取り調査であり、農民からの直接の

聞き取り調査は実施していない。しかし、タラベラ灌漑事業区上流地区内の農業生産状況に関

しては、稲作を中心としつつタマネギ及びニンニクの作付けを定着させているなどの現状から

推定して、一定の生産技術水準が確保されているものと思われた。

一方、それに比べて灌漑農業におけるハードウェア分野での問題は大きいものと判断された。

集水域及び事業区内に分けて現地調査を行った結果として、次の各課題の現状について確認

した。

㈰集水域の荒廃、㈪ダイバージョンダムの機能低下、㈫滞砂問題、㈬水利用管理、㈭排水不

良問題、㈮営農指導及び農業生産

各事項の内容についてはミニッツを参照されたい。

2－4   要請案件の背景及び内容について

（1）フィリピンの灌漑農業が直面している最も緊急な課題の一つは、流域の荒廃に起因する灌

漑施設の機能低下と灌漑用水の不足、受益面積の低下、水利費徴収率の停滞及びNIAの組織

の弱体化・機能低下という悪循環構造である。この課題は各国営灌漑事業区（NISs）内受益

地域のみでは解決できず、上流部（集水域）をも含んだ Basinwaideの概念を取り込んだア

プローチが必要となる。全国171のNISsのうち83事業区の集水域で、無秩序な森林伐採、土

地利用の変更及び地震などによる浸食問題が深刻になっている。

（2）本要請案件の予定サイトであるタラベラ川灌漑事業区（TRIS）では、以下の問題があった。

1）タラベラ頭首工の集水域の荒廃は著しく、裸地化した斜面には、地震及びその後の降雨

によると思われる地滑りが多く見られた。

2）同頭首工は1920年代に建設され1970年代に一部補修されてはいるが、ゲートなどの老

朽化は著しい。固定堰の前面は滞砂で埋まっている状況が見られ、沈砂池等の防砂施設は設

置されていない。

3）雨期に大量の土砂が頭首工の取水口から用水路内に流入しており、年平均数回の排砂を

行っているとのことであるが、相当下流まで影響があるものと思われる。

4）用水路はライニングされておらず、部分的に法面崩壊及び床掘れが発生している。また、

取水分水施設は老朽化による機能低下がうかがわれた。さらに、乾期の取水量が少ないため

分水位が十分確保されておらず、各所でポンプアップによる取水が見受けられた。

5）ＴＲＩＳ流末端部の排水不良地では、用排水兼用水路のチェックゲートが老朽化してお

り、この作動不良が排水不良の一因と思われる。

（3）本要請案件においては、活動内容を次の5分野としているが、必ずしも各活動内容は練れ

ておらず、フレームワークの位置づけ及び必要な活動項目・内容について、更に詳細な検討
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が必要である。

   1）流域管理、灌漑・排水システムに関するデータ収集システム及びデータベースの確立

   2）灌漑システム設計のための革新的アプローチの確立

   3）集水域の保全と開発

   4）灌漑排水プロジェクトの研究と開発

   5）流域における農村地域計画及び開発

2－5    案件の成果の効用について

従来の世銀等による灌漑施設リハビリテーションプロジェクトは、必ずしも流域管理の視点

が十分ではなかったと思われ、その結果、灌漑施設の部分的な復旧・改修にとどまって、集水

域での土壌流亡等の問題を抱える地域の灌漑施設改善のためには不十分なアプローチであった

と認識される。

本要請案件は、流域管理に必要な活動分野――土壌保全及び農村開発等――を含んだ Innovative

な内容と認められる。フィリピン側は本案件の成果をもって、カセクナム多目的ダム流域にお

ける灌漑コンポーネントの改善計画に反映させることをはじめ、その他の同様な問題を内包す

る国営灌漑事業区への成果の適用を期待している。

2－6    更に協議・検討すべき事項

（1）中長期的灌漑開発計画及び復旧・改修計画

地震復旧計画（1990～1993年）、灌漑運営支援計画（IOSP㈵・㈼、1988～1997年）等、

過去の実績のレビューを踏まえ、流域管理の概念とも連携させつつ、灌漑開発及び復旧・改

修に係る中長期計画について、更に検討する必要がある。

（2）NIAの機構改編計画

環境に配慮した流域管理への取り組みは、NIAにとって全国規模で取り組むべき課題であ

り、NIAは現在検討中の組織改編のなかで取り組み課題の達成に必要な効率的・効果的な体

制を確立すべきである。

（3）現実的な実施組織体制

案件の成否は組織体制の確保に左右されるものである。今次調査における現地調査を通じ、

環境及び農村生活改善と調和した効率的な灌漑システムの開発をめざす本要請案件の実施の

ためには、関係組織間のコーディネーションが極めて重要であり、現実的に機能する実施組

織の確保に関して更に検討を進める必要がある。
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3．協力要請分野の現状と課題

3－1   現状と課題

（1）総論的コメント

人口増加が年率2％に達するフィリピンにあっては、主食である米の増産は緊急かつ重大

な課題である。これに対応するためには、農地の外延的な拡大が困難な状況であることから

（聞き取りによれば、都市周辺部中心に農地の他用途転用が進んでいる）灌漑面積の拡大が

最も有効な手段の一つである。

既存の国営灌漑事業区（NISs）の流域は、森林の伐採の進行、土地利用の変更、地震によ

る地滑り等の発生に加え、土壌や気象条件によって、急激に荒廃しており、土壌浸食が進行

している。171灌漑事業区のうち、83事業区の流域が深刻な状態になっている。

流域の土壌浸食の進行によって、NISsは次のような事態に陥っている。

1）頭首工の取水口から土砂が用水路に流れ込み、滞積することによる、用水路の通水断

 面の狭窄

2）排砂並びに頻繁なゲート操作などによる管理経費の増大

3）貯留ダムの滞砂の進行による貯留能力の減退（近傍流域のマガットダムの実態調査結

 果あり）

4）河川の基底流量の低下による頭首工における利用可能量の低下（特に乾期）

5）流出形態の変化により洪水ピーク流量が増大し、排水被害が拡大すること

土壌浸食による上記の問題に加え、ゲート等の水管理施設を含む頭首工、用水路施設の老

朽化、乾期の渇水対応のための貯水施設をもたない頭首工地区がほとんどであること、不適

切な水管理実態などから、作付け率（Cropping Intensity）は、全国営灌漑事業区平均で通

年138％であり、特に乾期は50％台と低い。これらのことが、NIAの灌漑費（ISFs）の徴収

率を下げている一つの原因と考えられ、ひいては、NIAの組織の弱体化につながっていると

思われる。

NIAはこれらの事態、特に既存施設の機能低下に対応するため、国営灌漑事業区を対象に

施設改修事業を IOSP（Irrigation  Opertion   Supporting   Program）などによって進め

ている。しかし、これらは既存施設の機能回復をなるべく広域に行うことを目的としており、

流域崩壊によるセジメンテーションに対応するなど、機能向上の内容とはなっていないのが

実情である。
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（2）タラベラ川上流灌漑事業区等（UTRIS、TRIS）の現地調査

要請案件の予定サイトはタラベラ川上流灌漑事業区等（UTRIS、TRIS）であり、ルソン島

中部のヌエバエシハ、ブラカン、パンパンガ3州にまたがる約10万ヘクタール、フィリピン

最大の灌漑地区であるパンパンガ川上流総合灌漑事業（UPRIIS）地区の４Districtの最上流

部・District1に位置する（付属資料7．及び付属資料10．図－1参照）。

この灌漑事業区は、タラベラ頭首工掛かりのタラベラ川上流灌漑事業区（UTRIS）と、パ

ンタバンガンダムの貯留水及びタリス頭首工掛かりのタラベラ川灌漑事業区（TRIS）で構成

されている（付属資料8．及び付属資料10．図－2参照）。最近年のタラベラ川上流灌漑事業

区（UTRIS）の灌漑率（実灌漑面積／施設面積×100）は、雨期が51～82％、乾期が17～

38％となっている。

タラベラ頭首工流域の荒廃は著しく、1990年7月に発生した地震やその後の降雨によって発

生したと思われる地滑り等が多く見られた。また、流域の一部では環境自然資源省（DENR）な

どにより植林された森林がごく一部で見られたが、それ以外の流域のほとんどは裸地だった。

流域の土地利用などについての DENRの地方事務所（Communal  Environmental  Natural

Ressource  Of  fice:CENTRO）からの聞き取り結果は付属資料9．のとおりである。

タラベラ頭首工は1920年代に建設され、一部は1970年代に補修されてはいるがゲート等

の傷みは著しい。また、固定堰の上流側は全面的に滞砂で埋まっており、沈砂池等の防砂施

設は設置されていない。取水口と河川の敷高は聞き取れなかったが、用水路に流入している

土砂の粒径から判断すると、両者には大きな段差はないと推察される。

雨期に大量の土砂がタラベラ頭首工の取水口から用水路に流入しており、年平均2回以上

排砂している。用水路上流部の土砂の粒径は砂利といえるほど大きく、多くは掃流砂に分類

される。

用水路はライニングされておらず、一部では法面が崩れたり床掘れが見られる。また、取

水・分水施設、特にゲート類は老朽化が著しいように見受けられる。また、乾期の取水量が

少ないこと、水位確保のためのチェックゲートが十分設置されていないことから、分水位が

十分確保されておらず、各所で簡易ポンプによる取水が見られる。

タラベラ川灌漑事業区（TRIS）下流部の排水不良地は、乾期であったためその排水被害の

実態を把握できなかったが、用排兼用水路のチェックゲートが老朽化により作動不良となっ

ていることも一つの原因であると思われる。

（3）関係する組織に対する聞き取り結果

BSWM並びにNIAの、特にこのプロジェクトに関係の深い課を中心に業務内容、人員配置

状況、プロジェクトに対する考え方などについて聞き取りを行った。
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BSWMの全体組織と既存プロジェクト（SRDC ）は、活動実態では8割程度オーバーラッ

プしている感がある。水資源管理開発課を除き、研究集団としての色彩が強い。土壌保全・

エロージョンコントロールについての技術は、タナイのモデルサイトにおいて等高線栽培な

どを中心に一応確立されており、今後は全国的な展開が必要と考えているとのコメントが

あった。本プロジェクトに対しては、NIAとの分野別の所掌区分を明確にすることが重要と

の意見であった。

水資源管理開発課は、地方自治体（LGUs）と連携しながら、年間4億ペソの予算で小規模

ため池（SWIP、受益100ヘクタール以下対象）を建設し、土地改良区に対してのトレーニン

グも行っている。

NIAの各部長からの聞き取りでは、流域の崩壊によって灌漑事業に様々な問題が生じてい

ることは一致した見解であったが、本プロジェクトについての認識がNIA全体として十分醸

成されていないように感じた。特に国営灌漑事業区についての計画や管理を通して流域保全

や環境アセスメントを担当している計画部（PDD）並びに施設管理部（SMD）にプロジェク

ト内容が十分伝わっていないようであった。したがって、このプロジェクトと現在NIAが進

めている施設改修事業である Imigation  Operations  Support  Project（IOSP）やWater

Resources  Development  Project（WRDP ）との関係について、十分聞き取ることは

できなかった。

3－2   要請案件のフレームワーク案について

今回の調査団は、調査期間が短いなどの制約から、個々の要請内容の活動方針について、詳

細に背景、必要性などを確認することはできなかった。よって、活動内容については今後十分

な取捨選択などの継続検討が必要である。

今回の調査で、活動内容等について感じたことを以下に列挙する。

（1）流域管理、灌漑排水システムのためのデータ収集システムの確立

流域管理、灌漑排水システムの基礎となる気象、水文の長期定量的なデータ、地形、土壌、

植生、土地利用などのデータについては、事業の調査計画・設計の段階で十分収集・検討さ

れていない。これらは、最近の流域の環境変化による流出形態の変化の実態把握のためにも、

また適切な水管理のためにも重要であることから、基礎的データ収集システムの確立が重要

である。これに加えて、灌漑システムにおける取水量、分水量、受益面積など、灌漑データ

についても、観測機器や体制も含めた検討が必要である。
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（2）流域の保全と開発

灌漑用水の質並びに量を把握し、灌漑施設構造上の改善と水・施設管理の改善を図るため

に、流域の浸食の状況と流出土砂発生のメカニズムの把握・検討が必要である。この検討結

果により、適正なエロージョンコントロール法を見いだし、DENRや LGUsと協調して、流

域保全のマスタープランづくりを進める必要がある。

なお、抜本的な対策としては裸地への植林、植生工、防砂ダム、地滑り対策工、土地利用

の規制、住民対策など、長期的・大規模なものが考えられるが、このプロジェクトでは目的

が拡散しないように、あくまでも灌漑施設の設計や水・施設管理上必要な項目に絞っていく

必要があると思われる。

また、関係する組織として NIA、BSWM、DAのみならず、DENR、LGUsが考えられるの

で、プロジェクト開始前に、十分な調整が必要である。

（3）灌漑排水の改善計画の樹立

流域の浸食と流出土砂発生のメカニズムの把握検討結果を踏まえ、頭首工における土砂排

除工（沈砂池、排砂管等）の設計手法の確立を行うことに加え、これら施設の管理手法の確

立が重要である。

また、流域の流出形態の変化に対応した水管理手法の確立が必要である。特に雨期並びに

乾期の取水量の変化に対して、適切な水配分が可能なチェックゲートなどのシステムづくり

が重要であり、このためには用水路の水管理施設など、既存施設の改善も含めた検討を、併

せて行う必要がある。

雨期の排水不良地については、排水本川の滞砂状況を把握するとともに、流出形態の変化

による排水ピークの発生状況を検討し、排水計画に反映させるべきである。また、用排兼用

工作物の施設の改善並びに施設管理計画の樹立が同時に必要であると思われる。

水配分の自由度を高め、かつ、乾期の作付け率の向上のために、水路システム内に調整池

（バッファーポンド）を検討することも有効であろう。また、地区によっては沈砂池との兼

用も検討する価値があろう。

（4）農村開発

流域の保全と開発のためには、流域に住む住民の生活の維持・改善と意識改革が必要であ

り、土地利用調査、社会経済調査、営農調査や開発手法の検討が必要である。

国営灌漑事業区の灌漑システムの改善により農作物の生産並びに農家の社会・経済状況が

改善されるよう、DA、LGUsとの連携による対応が必要である。
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3－3   留意事項

要請項目のフレームワークにおいては、要請内容が非常に多岐にわたっていることから、今

後の絞り込みが必要である（例えば、事業との関連性が薄い地下水調査の除外など）。

NIAとBSWMのプロジェクト上でのデマケーションがいまだ不明瞭である。今後項目ごとの

デマケーション並びに、どのように全体をコーディネートしていくかも含めて十分検討する必

要がある。

NIAはDCIEPのプロジェクトマネージャーのパルテン氏や彼の部下が主体的にこのプロジェ

クトに関する準備を進めているが、既存組織の対応がよく見えてこない。NIA全体の対応、特

に計画部（PDD）、施設管理部（SMD）などとの連携強化が今後必要と考えられる。

プロジェクトの成果が具体的に見える形で発現されるために、予定サイトでの無償、有償事

業との連携、IOSPやWRDPなど施設改修事業での成果の活用などを詰めておく必要がある。
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４．協力実施検討上の留意点

（1）平成７年度採択案件としての整理

別途説明のとおり、本件要請について国家灌漑庁（NIA）と農業省土壌水管理局（BSWM）

に対して、日本側の対応方針を説明し、要請されている複数案件の絞り込みを行った結果、

NIAの流域保全管理計画を対象に検討することとした。

（2）要請とNIAの事業及び各組織のかかわり

本件要請は経緯で説明したとおり、BSWM要請に対するカウンタープロポーザルという位

置づけであるが、NIAのなかでは現在進行中の畑地灌漑技術開発計画（DCIEP）フェーズ㈼

のカウンターパートを中心に計画が策定されている。このため他部局では、本件要請に関し

て「当事者」としての認識が現状では薄い。

要請については昨今新たに生じてきた課題というよりも、ダム上流部の土壌流亡により灌

漑施設が設計耐用年数未満で当初機能を著しく損なっていること、その問題の解決が、本件

協力要請のコアになっている。

このような「流域保全」という、面的に従来の概念を広げた問題に的確に対応する現状組

織はないが、現在計画中のNIAの組織改革のなかで環境と流域を専門的に取り扱う部署の設

置が検討されている。

あらかじめフィリピン側に要望しておいた問題分析は、本件要請から逆算してつくったと

判断される系統図であり、灌漑事業と灌漑事業区が抱える包括的な問題のなかでの位置づけ

は明確ではない。灌漑開発、灌漑稲作普及などにより派生する多様な問題（上流下流の水配

分に関する社会学的な問題、農家経営、マーケティング、土壌流亡等）のうち、プロジェク

トが取り組む課題が全体のなかでどのように位置づけられるか、よく整理する必要がある。

（3）NIAの組織と予算

NIAの現状は、ミニッツに示したとおり「水利費徴収による独立採算性の強化」「集水域の土

壌流亡顕著化」「灌漑用水の不足」「水利費徴収率の低下」「組織の弱体化」という悪循環が現在

でも残っている。これは、プロジェクトの実施により早急に解決される問題ともいえず、むし

ろこのような問題を抱える組織を対象としたプロジェクト要請であることを十分認識しておく

必要がある。

NIA本庁の各部職場を訪問したが、全体として組織・活動が停滞している印象を受けた。

執務スペースの6割程度（設置されている机で執務している職員の状況）しか有効活用され
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ていない印象である。DCIEPフェーズ㈼のために無償資金協力で建設した4階建ての建物のうち、

現在のフェーズ㈼では1階と半分程度、残りはNIAコンサルタント事務所や肥料農薬庁（FAP ）な

どの事務所として活用され、賃貸収入がNIAの自己収入財源となっている。

予算削減・過剰人員問題を抱えている組織に対する技術協力実施により人員を固定化し、本来

進めるべき組織活性化が停滞してしまわないよう配慮する必要がある。

（4）今後の検討のための条件

１）NIAの組織改革の確認

２）DCIEPフェーズ㈼の終了時評価の実施

上述のとおりのNIAの組織とすれば、現行畑地灌漑のプロジェクトが終了したら（1998

年5月27日まで）、その成果と組織はどのように継承・展開されていくのか、しっかりと

把握していく必要がある。協力成果の普及・展開の見込みが不明確な実施機関に対して新

たな協力を開始することは、類似の問題をはらむことにもなるので、1997年度の評価調査

団派遣により確認する必要がある。

3）土壌研究開発センター計画（SRDC）フェーズ㈼の中間評価の実施

今回整理した要請の先方関係機関には、現行協力中のSRDCフェーズ㈼（2000年1月31

日まで）のBSWMが含まれる。本プロジェクトに直接関与はしていない「小規模ため池灌

漑技術開発」を担う水資源管理部（Water  Resourse  Management）が中心となって

いる。

SRDCフェーズ㈼は、1997 年度に中間評価を迎える段階となる。同一部局（この場合

BSWM）に対し、複数のプロジェクトを実施する妥当性・可能性の検討とともに、現行プ

ロジェクトの成果の活用が検討されるとすると、現在タナイ、ブラカンで実施されている

土壌浸食に係る試験研究のサイトを新規案件要請サイト地域内に再設定するにとどまる可

能性もあり、中間評価時点で新規要請との関連を十分吟味しておく必要があろう。
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